
船舶事故調査報告書 

平成２９年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１２月２４日 １１時２０分ごろ 

発生場所 香川県小豆
しょうど

島東岸沖 

小磯
お い そ

灯標から真方位２７４°１.１海里付近 

（概位 北緯３４°３３.５′ 東経１３４°２１.９′） 

事故の概要  プレジャーボートSea
シ ー

 Walker
ウォーカー

は、漂泊中、また、漁船一
かず

丸は、北東

進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１月４日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート Sea Walker、２.４トン 

   ２６０－４４７９４兵庫、個人所有 

Ｂ 漁船 一丸、１.２トン 

   ＫＡ３－２７４２３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に破損 

Ｂ 船首部に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船首を北西方に向けて漂泊して

いた。 

 船長Ａは、立って右舷方を向いて釣りをしていたところ、左舷正横

方から接近するＢ船を視認したものの、これまで見てきた他船と同様

に、Ｂ船が釣りをする目的で接近し、いずれ止まるものと思い、漂泊

を続けたところ、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船長Ｂが、航行を開始する前に

船首方を見たところ、他船を見掛けなかったので、航行の支障となる

船舶がいないものと思い、操舵区画の後方の機関室囲壁に座って顔を

船首方に向け、約６ノットの対地速力として手動操舵により北東進し

ていたところ、Ａ船に衝突した。 

分析 

 

 Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船が釣りをする目的で接近しており、いずれ

止まるものと思い、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていなかったこ

とから、Ｂ船が減速する様子もなく接近することに気付かずに漂泊を

続け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、船首方に航行の支障となる船舶がいないものと



思い、見張りを適切に行っていなかったことから、前路で漂泊中のＡ

船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が北東進中、船長Ａ及び船長Ｂが共

に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・接近する他船に対しては、有効な音響信号による注意喚起を行う

こと。 

 


